














GREEN×EXPO 2027 の周知に向けた 
御協力について（依頼） 

   
 2027 年、横浜市で初の万博となるGREEN

グ リ ー ン

×EXPO
エ ク ス ポ

 2 0 2 7
二―ゼロニーナナ

（２０２７年国際園

芸博覧会）が開催されます。GREEN×EXPO 2027 では、圧倒的な花と緑で来場者を

魅了するとともに、グリーンイノベーションによる新しい社会の実現を横浜から発

信する、世界的な万国博覧会を目指しています。 

2027 年の開催に向けて、市民の皆さまと一緒に機運を高めていきたいと考えてい

ます。つきましては、別添の広報チラシを自治会町内会の掲示板に掲出いただき、市

民の皆さまへの周知に御協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

１ 掲出場所について 

  自治会町内会掲示板 

   

２ 問合せ先について 

GREEN×EXPO 2027 に関するお問い合わせは、 

  横浜市コールセンター：045-664-2525  もしくは下記担当までお願いします。 

 

【参考：GREEN×EXPO 2027 の基本情報】 
テーマ 幸せを創る明日の風景～Scenery of the Future for Happiness~ 

開催期間 2027 年３月 19 日 （金曜日）～ ９月 26 日 （日曜日） 

開催場所 旧上瀬谷通信施設（旭区・瀬谷区） 

博覧会識別 A1（最上位）クラス 
万国博覧会、かつ、世界最上位クラスの国際園芸博覧会として、
開催します。 

参加者数 1,500 万人（地域連携や ICT 活用などの多様な参加形態を含む） 
有料来場者数：1,000 万人 

博覧会区域 約 100ha （内、会場区域 80 ha） 

開催者 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

 
 
 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 

都市整備局国際園芸博覧会推進課 

★博覧会の最新情報は、以下ホームページでご確認いただけます。 

 https://expo2027yokohama.or.jp/ 

担当：都市整備局国際園芸博覧会推進課 河野、岩下 

連絡先：671-4627 

業務メール：tb-engeihaku@city.yokohama.jp 

〈裏面あり〉 
 



2027年に神奈川県横浜市（旧上瀬谷通信施設）で開催される国際園芸
博覧会の略称です。 「植物」、「花」、「緑」を総称し、「自然」、「環境にやさ
しい」という「GREEN」、 国際的に共通する課題の解決に寄与する国際
博覧会「EXPO」という語を掛け合わせ、 これからの自然と人、社会の持続
可能性を追求し、世界と共有する場であることを表現しました。 日本では
1990年の大阪花の万博以来37年ぶりとなる最上位(A1クラス)での
開催で、 BIE（博覧会国際事務局）認定の万博でもあります。

「GREEN×EXPO 2027」では、季節ごとに咲き誇る美しい花や緑に彩られた庭園を見たり、世界中の食・文化・
ふれあいを五感で楽しんだり、最先端の園芸や農業の技術に触れるなど今までにない様々な世界を体感でき
ます。そして、自然と人をつなげ、自然とともに生きる持続可能で多様な新しい暮らしのモデルを提案・共有します。
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Webサイトはこちら

五感で楽しむ世界の食体験農とのふれあい風景を彩る庭園

コンペティション 多様な参加者との交流多彩な行催事
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■4C ■リンク画像CMYK実画像 ■文字全てOL化済み ■Illsutrator 2020

【参考】GREEN×EXPO 2027の概要





 

 

「よこはま防災 e-パーク」の創設について 

 

時間や場所にとらわれることなく、ウェブサイト上で動画等のコンテンツにより防災を学

べる「よこはま防災 e-パーク」について、次のとおり市民利用を開始します。 

 
１ 利用開始日 

  令和５年４月 12日（水） 

 

２ よこはま防災 e-パークの概要 

(1) 目的 

    防火、防災、救急に関する知識を学び、市民一人ひとりがいざという時への備えを進

めていただくことを目的とします。 

 

(2) 学習方法 

   ウェブサイト上から自由に学習 

 

  (3) 内容 

    「一般」、「子ども」、「地域防災」及び「事業所」の４つのコースから御自身にあったコ

ースを選択し、動画や確認テストを中心に学習することができます。 

  

(4) 実技講習 

   「一般コース」の修了者のうち希望者に対して実技講習を開催します。 

 ア 実施場所：横浜市民防災センター（神奈川区沢渡４-７） 

 イ 実施時期：６月から月に１、２回程度実施 

 ウ 予約方法：一般コース終了後、ウェブサイト上（よこはま防災 e-パーク内）から予約 

 エ 主な内容：消火器の取扱方法、AEDの取扱方法、水災害体験 など  

 

３ 御依頼事項 

  「よこはま防災 e パーク」について、別添のチラシ等を活用し、自治会・町内会の皆様

へお知らせいただくようお願い致します。 

また、自治会・町内会で行う防災研修等の機会に「よこはま防災 e パーク」の動画等の

コンテンツを是非御活用ください。 

なお、「よこはま防災 e-パーク」をさらに利用しやすいウェブサイトにするため、利用者

の方に対してアンケートを実施します。ウェブサイト上からアンケートに回答いただけま

すので、御協力をお願い致します。  

 

 

 

鶴見消防署総務・予防課予防係 

                       電話：045-503-0119 

説 明 資 料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 9 日 

鶴見消防署 総務・予防課 



一般・子ども・地域防災・事業所
４つのコースから自由に学習！

動画や確認テストなど充実した
コンテンツにより効果的に学習！

修了証の発行及びご自身の受講状況の
確認が可能！

知識だけでなく、技術を習得したい方を
対象に実技講習を開催！

１

２

３

４

よこはま防災e-パーク

ウェブサイト上で時間や場所に
とらわれることなく、災害に備える
知識を身近に学ぶことができます。 令和５年４月利用開始！

風水害
の備え

応急
手当

火災予防
地震
対策

横浜市消防局予防部予防課
TEL：045-334-6406
E-mail:sy-yobo@city.yokohama.jp



初期消火器具設置費用の一部補助について 

消防局では、自治会・町内会が初期消火器具を設置・更新（器材全て又は一部）する費用

の一部を補助する事業を行っており、この度、補助金交付申請の受付を開始します。 

 
１ 申請要件 

  以下の３つに当てはまる単一の自治会・町内会が対象となります。 

 (1) 地域に消火栓がある。 

 (2) 家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。 

 (3) 定期的に訓練を実施できる。 

 
２ 申請方法 

 (1) 受付期間：令和５年４月３日（月）～同年９月 29日（金） 

 (2) 申請方法：申請書に必要事項を記入の上、最寄りの消防署に御提出をお願いします。 

  ※ 申請書は横浜市ウェブサイトからダウンロード、または最寄りの消防署でお渡し

します。                     

 

「横浜市 初期消火器具」で検索 

３ 補助の対象経費 

(1)  初期消火器具の新規設置及び器材全ての更新設置の場合 

   初期消火器具の整備に要する経費（税込金額）の２/３に相当する額とし、１件あた

り 20万円を上限とします。 

(2)  初期消火器具の一部更新設置の場合 

   消防用ホースなど器材の一部の更新や、自治会・町内会が所有している初期消火箱の

新たな器材（スタンドパイプ・台車）への更新経費（税込金額）の２/３に相当する額

とし、１件あたり７万円を上限とします。 

 
４ お問合せ先  

※ 申請要件や書類等のお問合せは、お近くの消防署へ御連絡ください。 
 
 
 
 
 
 

鶴見消防署 中消防署 保土ケ谷消防署 金沢消防署 青葉消防署 栄消防署 

(503-0119) (251-0119) (342-0119) (781-0119) (974-0119) (892-0119) 

神奈川消防署 南消防署 旭消防署 港北消防署 都筑消防署 泉消防署 

(316-0119) (253-0119) (951-0119) (546-0119) (945-0119) (801-0119) 

西消防署 港南消防署 磯子消防署 緑消防署 戸塚消防署 瀬谷消防署 

(313-0119) (844-0119) (753-0119) (932-0119) (881-0119) (362-0119) 

初期消火箱（固定式） 

説 明 資 料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 9 日 

鶴見消防署  総務・予防課

 

スタンドパイプ式 
初期消火器具(可搬式) 

初期消火器具とは？ 

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパイ

プ式初期消火器具（可搬式）の２種類があり、消防車が進入

できない道路狭隘地域等においても、市民の皆さまが消火栓

にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行うことがで

きる消火器具です。特にスタンドパイプ式初期消火器具は機

動性に優れ、容易に取り扱うことができます。 



 

自治会町内会長 各位 

 

地域防犯カメラ設置補助制度実施のお知らせ（依頼） 

 

 地域における防犯活動への支援の一環として、防犯カメラを設置する際に費用の一部

を補助する「地域防犯カメラ設置補助制度」を、令和５年度も実施します。 

地域防犯カメラの設置をご検討される場合は、下記及び裏面の概要をご確認のうえ、

「申請の手引」をお取り寄せいただき、申請書類を各区地域振興課までご提出くださ

い。 

 

１ 申請の手引及び申請書の配付場所：各区地域振興課または市民局ホームページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/camera/kamera2.html 

       または、 横浜市 地域防犯カメラ設置補助金 で検索できます。 

 

２ 申請書及び添付書類の提出期限：令和５年７月 31 日（月）必着 

設置場所により、関係機関との調整などにお時間がかかるものもあります。 

各区地域振興課及び各関係機関へのご相談は、お早目にお願いします。 

 

３ 申請書類提出先：各区地域振興課（持参または郵送） 

【主な提出書類】 

・申請書（第１号様式） 

・見積書 

・収支計算書（第３号様式） 

・道路上または電柱に設置する場合は、設置場所の使用に関する土木事務所等との 

協議書、電柱への設置に関する協議書 

なお、過去に申請したことがある場合は申請書類の一部を省略できます 

28 年度から４年度に申請して補助金交付とならなかったカメラを、５年度も同じ場

所での設置を希望される場合は、地図等の添付書類は不要です。 

※詳しくは、申請の手引きをご覧いただき、各区地域振興課へご相談ください 

   

４ 補助金交付までのスケジュール 

令和５年４月～ ・総会、役員会、委員会等での防犯カメラの設置に関する合意形成 

設置場所の近隣住民の同意の取り付け 

・防犯カメラ設置について関係機関へ相談、協議 

（区役所地域振興課、警察署、東京電力、NTT、土木事務所 等） 

７月 31 日まで ・補助金交付申請書類を各区地域振興課へ提出 

９月頃 ・補助金交付決定（横浜市から交付、不交付の決定を通知します） 

※以降、機器購入・工事契約が可能となります 

令和６年２月中旬まで ・防犯カメラ設置工事完了後、横浜市へ実績報告書類を提出 

３月頃 ・補助金交付 

 

市連会４月定例会説明資料 

令 和 ５年 ４ 月 12 日 

市民局地域支援部地域防犯支援課 



「地域防犯カメラ設置補助制度の概要」  

① 補助対象の防犯カメラ 

地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影し、記録する

ために特定の場所に固定して設置する防犯カメラです。 

防犯カメラの設置及び運用については、プライバシー保護のために、総会、役員会、委員会等で合

意を得ることが必要です。また、設置箇所周辺の住民にも必ず同意を得てください。 

 

② 補助対象団体：自治会町内会、地区連合町内会 

 

③ 補助対象経費 

防犯カメラ等機器購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等の設置費 

※電気料金、修繕、点検などの維持管理費や更新に係る費用は補助対象外 

 

④ 補助内容 

防犯カメラ 1 台ごとに補助対象経費の 10 分の９  

補助上限額 210,000 円 
 

⑤ 交付台数 

令和５年度は、地域の防犯力強化のために、補助予算台数を 150 台に拡充します。 

ただし、予算の範囲内で交付決定をするため、申請をいただいても補助されない場合や、申請した

台数の一部が補助されない場合があります。その場合、防犯活動の取組状況・犯罪発生状況などを考

慮し、補助金の交付を決定します。        

 

＜参考＞防犯カメラを設置することができる場所の例 

道路上の電柱、民有地内の電柱、民有地内のポール、民有地内建物壁面、自治会館壁面 等 

 設置場所により申請書類、手続きが異なります。※詳しくは「申請の手引」をご覧ください。 

 

 

「地域防犯カメラの設置により、どのような効果を感じていますか。」という質問に対し、 

 

 

 

 

 

 

 

「自治会町内会役員・会員の防犯に対する意識が高まった」と答えた団体が 85％、 

「地域住民の安心感が高まった」と答えた団体が 85％、といった回答結果になりました！ 

防犯パトロールなどの自主防犯活動にあわせて、防犯カメラを設置することで、更なる地域の防犯力

向上につなげていただきますよう、補助制度をぜひご活用ください。 

 

横浜市市民局地域防犯支援課 

電話 ６７１－３７０５ 

Fax  ６６４－０７３４ 

電子申請システムによる申請 

も受け付けています。 

ぜひご活用ください！ 

 

設置団体に対するアンケートを実施しました！ 

43％ 42％ 9％ 5％ ２％

自治会町内会役員・会員の防犯に対する意識が高まった

36％ 49％ 8％ 5％

地域住民の安心感が高まった

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 未回答



 

自治会町内会館整備について 
 

 

１ 令和６年度の会館整備予定の申し出について 

令和６年度に自治会町内会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象

経費 100 万円以上）を行う意向がある自治会町内会を対象に、あらかじめ審査を行っ

た上で予算編成を行い、予算確定後、優先度の高い案件から予算の範囲内で補助申請

を受け付ける自治会町内会を決定していきたいと考えています。 
 
  令和６年度に会館の新築・購入・増築・耐震補強工事・修繕（補助対象経費 100 万

円以上の工事が対象）を予定している自治会町内会については、まず、各区役所へお

申し出をいただき、その後、必要書類をご提出いただくことになります。（自治会町

内会が公園内に公園集会所の整備を予定する場合についても、同様にお申し出と必

要書類のご提出をお願いします。） 
 
（注）公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、環境創造局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

 

（１）今後のスケジュール 

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和５年７月頃の予定です。 

必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

（内容を審査した上で、令和５年９月頃より予算の編成を行っていきます） 

・令和６年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるの

は、令和６年３月末頃の予定です。 

 

（２）自治会町内会への周知 

別紙『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』を全自治会町内会 

に配付します。 

 

２ 令和５年度の自治会町内会館整備費補助事業について 

整備予定件数 32 件（新築４件、増築０件、耐震補強工事＋修繕３件、修繕 25 件） 

事業予算額 89,446 千円（事前申請分：85,446 千円、緊急対応分：4,000 千円） 

 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わら  

ず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

 

 

 

担当：横浜市市民局地域活動推進課 

電話 671-2317 FAX 664-0734 

市連会４月定例会資料 

令 和 ５ 年 ４ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 









1 

鶴地振第 1406 号 
令和５年４月１日 

各 位 

鶴見区地域振興課資源化推進担当課長

「鶴見クリーンキャンペーン  2023」の実施について（依頼） 

日頃から、街の美化に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 
鶴見区では、「きれいな街つるみ」を目指し、区内の自治会町内会、企業、学校、

各種団体等にごみ袋や軍手等をお配りして、皆様の自主的な清掃活動の契機として
いただく「鶴見クリーンキャンペーン」を実施しています。 

今年度も以下のとおり実施します。貴団体におかれましても、この機会に地域で
の清掃活動を実施していただきたく、御協力をよろしくお願いします。 

１ スケジュール 
年２回実施します。それぞれの期限までに、別紙「申込書」にてお申

込みください。 

第１回 第２回

対象となる 
清掃実施期間

６月 １日(木)から
７月 31 日 (月)まで 

10 月  １日(日)から
11 月 30 日 (木)まで 

物品配布日
（各回３日間の内いずれ

かの日を選んでください） 

５月 31 日（水）
６月２日（金） 
６月６日（火） 

９月 29 日（金）
10 月  ３日（火）
10 月  ５日（木）

物品申込期限 ５月 24 日（水） ９月 22 日（金）

２ 物品配布の対象となる清掃 
区内で行う地域清掃活動 

※ただし、公園・敷地内のみの清掃活動は対象外です。

３ 配布物品について 
ごみ袋・軍手 ※希望数量が多い場合はお渡しできない場合があります。 

４ 受取り方法について 
  鶴見区役所５階２番窓口までお越しください。 

※受取日決定の連絡は行いません。申込書に記入した希望日にお越しください。 

５ クリーンキャンペーンによるごみの出し方について
「クリーンキャンペーンのごみ」であることを表示して、家庭ごみの集積場所

に出してください。１０袋以上の場合には、資源循環局鶴見事務所（電話：５０
２－５３８３）まで御連絡ください。 

裏面あり 
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６ 活動報告書の提出について 
活動後は、活動時の写真を貼付した「活動報告書」を御提出ください。

第１回分については令和５年９月  15  日（金）まで、第２回分については
令和６年１月  15  日（月）までを目途に提出をお願いします。 

※今回からの変更点
各団体の活動を広く知っていただくため、今回から、提出いただいた活動報告

書を鶴見区役所のホームページに掲載させていただく予定です。ホームページへ 
の掲載を許可しない場合には、☑をお願いします。 

また、活動報告書を区役所（区民ホール等）に掲示する場合もありますので、
区役所での掲示を許可しない場合には、☑をお願いします。 

７ よくある御質問 
(1) 申込期限を過ぎてしまったが、申込可能か？

→申込期限を過ぎてしまった場合も、申込をお受けできる場合があ
ります。まずは担当まで御相談ください。

(2) トングやたすきの貸出しはないか？
→申し訳ありませんが、今回、貸出しは行っていません。

(3) 配布物品が余った場合はどうしたら良いか？
→原則返却は不要です。少量でしたら、日頃行っていらっしゃる清掃活動
にお使いください。
大量に余った場合や、使う見込みがない場合は、担当まで御返却ください。

【担当】申込書送付先・お問い合わせ先 
鶴見区地域振興課 資源化推進担当 櫻井、阿部 
ＦＡＸ：045-510-1892 
郵 送：〒230-0051 鶴見区鶴見中央 3-20-1 
メール：tr-shigen@city.yokohama.jp



担当者
氏名

担当者
電話番号

軍手 組

ごみ袋　小　２０ℓ 枚

ごみ袋　大　４５ℓ 枚

3 午前・午後

期間内実施回数

清掃日

場所

参加者
（実施回数×各回参加人数）

延べ 人

◎実施期間　：６月１日(木)から７月31日（月）まで
◎配布日　　：５月31日（水）、６月２日（金）、６月６日（火）のいずれか
◎申込締切日：５月24日（水）

■太枠内を御記入の上、ＦＡＸ・郵送・メール・窓口に持参、いずれか
の方法でお申込みください。

団　体　名

清掃
について

日　　時

自治会町内会・老人会・子供会等は
所属の地区連合名も記載⇒

（自治会町内会・老人会・子供会・企業・学校・他）

配付物品

定例的な場合

　毎週 曜日

　毎月　第　　週目の 曜日

電話：045-510-1689

【担当】資源化推進担当　櫻井、阿部

月 日（ ）

2

５月31日（水）
６月２日（金）
６月６日（火）

延べ 回

物品受領希望日
【右記３日間の内、引取り可能な日に

〇を付けてください】

1

※いただいた個人情報は、クリーンキャンペーンの物品配布以外の目的には使用しません。

　　　　鶴見クリーンキャンペーン2023　申込書

　その他（ ）

　【申込書送付先】　鶴見区地域振興課　資源化推進担当　宛
ＦＡＸ：045-510-1892
郵送：〒230-0051　鶴見区鶴見中央3-20-1
メール：tr-shigen@city.yokohama.jp

4

第１回



担当者
氏名

担当者
電話番号

軍手 組

ごみ袋　小　２０ℓ 枚

ごみ袋　大　４５ℓ 枚

3 午前・午後

期間内実施回数

清掃日

場所

参加者
（実施回数×各回参加人数）

延べ 人

　毎月　第　　週目の 曜日

　その他（ ）

　【申込書送付先】　鶴見区地域振興課　資源化推進担当　宛
ＦＡＸ：045-510-1892
郵送：〒230-0051　鶴見区鶴見中央3-20-1
メール：tr-shigen@city.yokohama.jp

【担当】資源化推進担当　櫻井、阿部

電話：045-510-1689

物品受領希望日
【右記３日間の内、引取り可能な日に

〇を付けてください】

９月29日（金）
10月３日（火）

５日（木）

4
清掃

について

延べ 回

日　　時

月 日（ ）

定例的な場合

　毎週 曜日

自治会町内会・老人会・子供会等は
所属の地区連合名も記載⇒

2 配付物品

1

※いただいた個人情報は、クリーンキャンペーンの物品配布以外の目的には使用しません。

　　　　　　鶴見クリーンキャンペーン2023　申込書
◎実施期間　：10月１日（日）から11月30日（木）まで
◎配布日　　 ：９月29日（金）、10月３日（火）、５日（木）のいずれか
◎申込締切日：９月22日（金）

■太枠内を御記入の上、ＦＡＸ・郵送・メール・窓口に持参、いずれかの
方法でお申込みください。

団　体　名
（自治会町内会・老人会・子供会・企業・学校・他）

第２回



1　日時　令和　　年　　月　　日（　　）
： ～ ：

2　場所

3　参加人数 人

4　コメント・ＰＲ・感想等

5　活動写真（写真にコメントを添えてください）

6　掲載を許可しない場合は、☑をお願いします。
(1) この報告書を鶴見区役所ホームページに掲載しても良いですか？ → □掲載を許可しない

(2) この報告書を鶴見区役所区民ホールなどで掲示しても良いですか？　→　□掲示を許可しない

「鶴見クリーンキャンペーン２０２３」 活動報告書

団体名

※写真は、個人情報保護に配慮したものを選定してください。

※FAXは写真が潰れてしまいますので、メール・持参・郵送の方法での提出を推奨しております。



1　日時　令和○年○月○日（木）
9 ：00 ～ 11 ：00

2　場所 鶴見川△△公園　周辺

3　参加人数 30 人

4　コメント・ＰＲ・感想等

5　活動写真（写真にコメントを添えてください）

刈った草を集めています。

6　掲載を許可しない場合は、☑をお願いします。
(1) この報告書を鶴見区役所ホームページに掲載しても良いですか？ → □掲載を許可しない

(2) この報告書を鶴見区役所区民ホールなどで掲示しても良いですか？　→　□掲示を許可しない

※写真は、個人情報保護に配慮したものを選定してください。

※FAXは写真が潰れてしまいますので、メール・持参・郵送の方法での提出を推奨しております。

斜面の作業は、安全第一でお互
いに声を掛け合いながら行いまし
た。皆で力を合わせて作業しまし
た。

「鶴見クリーンキャンペーン2023」活動報告書

団体名 〇〇自治会

鶴見川はよく利用していますが、草が伸びていて、ごみも気になって
いました。周囲に声をかけると、多くの方が手伝ってくださって、早くき
れいになりました。

伸びている草は、皆で鎌でかったり、引っこ抜い
たりしました。

記入例





















家具転倒防止器具の

取付けを代行します！

～横浜市家具転倒防止対策助成事業（令和５年度）～

横浜市では、家具転倒防止対策の取組を支援するため

転倒防止器具の取付けを無料代行します。
（器具代は申請者のご負担となります。）

電話 045-662-2711 FAX 045-662-8981

一般社団法人横浜市建築士事務所協会　 ●受付時間：平日10時～16時

相談窓口 （横浜市が下記の事業者に運営を委託しています）

横浜市からのお知らせ

申込

期間 令和５年５月１日～令和６年１月31日

同居者全員が、下記の①～⑥のいずれかであること

① 65歳以上

② 身体障害者手帳の交付を受けている

③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を

受けている

⑥ 中学生以下

●事前調査及び取り付け作業は一般社団法人横浜

市建築士事務所協会が実施します。

●取付員は作業に必要な器材を持参するため、車で

訪問します。

●調査・作業時は、申請者の立会いをお願いします。

●初回訪問時に対象世帯であることを書類で確認する

ため、生年月日が分かる書類・障害者手帳・介護保険

証等をご用意ください。（写しの提出は不要です）

●取付代行できる家具は２つまでとします。

●器具はご自身で用意していただく他、一般社団法人横

浜市建築士事務所協会にて用意することもできます。

※ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取り付けで

きないことがありますので、事前に確認の上、ご用意

ください。

●過去にこの事業を利用して取り付けされた方は、再度お

申し込みできません。

対象

注意事項等

令和５年度
年間

300件

※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯については

②～⑤に該当しない限り、制度対象となりません。
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横浜市総務局危機管理室地域防災課　●電話：671-3456　●Fax：641-1677（R5年4月発行）

一般社団法人横浜市建築士事務所協会 TEL：045-662-2711 へお電話ください。

申請書を送付します。内容を記入の上、ご返送ください。

●受付時間 ： 平日10時〜16時
※８月14日から16日及び年末年始を除く。

▽ 決めた家具に転倒防止器具を取り付けします。

▽ 器具購入を依頼された場合は、器具代金をお支払ください。

取付けまでの流れ ※お申込みから取付までお時間がかかる場合があります。

申込方法

本紙付属の申請書を記入し、郵送で申し

込みます。

※記入漏れがないか必ず確認してください。

※記入を終えたら、チラシから切り取り申請書

裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。

最後にセロテープでしっかり止めて、

郵便ポストへ投函してください。

横浜市ホームページを検索、または下記

のQRコードから申込フォームにアクセス

し、必要事項を入力します。

●電子申請QRコード

電子申請郵送

申請書が追加で必要な場合

検索横浜市　家具転倒防止対策

申込

利用可否

決定

訪問日の

日程調整

調査訪問

取付訪問

① 本紙付属の申請書を郵送、 または ② 電子申請にてお申込みください。

▽ 申込内容をもとに、横浜市が利用可否を決定します。

▽ 利用決定後、「利用決定通知書」を郵送でお届けします。

▽ 対象世帯でない場合は「利用却下通知書」が届きます。

▽「利用決定通知書」が届いた後、一般社団法人横浜市建築士事務所協会

の担当取付員から調査訪問日の日程調整のお電話をいたします。

▽ 訪問した担当取付員が対象世帯であることを確認します。

▽ 家屋状態を確認し、ご相談の上、取付家具と転倒防止器具を決めます。

▽ 器具購入のご相談も承ります。

第 1号様式の２（第４条） （整理番号） 

   年   月   日 

家具転倒防止器具取付申請書 

（申請先）横浜市長 

 横浜市家具転倒防止対策助成事業について、下記の同意事項に同意し、家具転倒防止器

具の取付けを申請します。 

フリガナ

申請者 

世帯人数 

 人（下記項目のうち、該当するもの全てに☑をつけてください） 

同居者全員がいずれかに該当しています。 

□65 歳以上

□身体障害者手帳等の交付を受けている

□愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

□精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

□介護保険法による要介護者又は要支援者の認定を受けている

□中学生以下

住所 

〒 

横浜市 

電話番号 

家屋状況 持家  ・  借家    （どちらかに○をつけてください） 

【注意事項等】 

●事前調査及び取付作業の際は、立会いをお願いします。（後日、電話で日時調整します。）

●事前調査時に、事業対象者の確認を行います。生年月日が分かる書類、障害者手帳、介護保険証

等をご用意ください。

●ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取付できないことがあります。

●取付代行できる家具は２つまでとします。

【同意事項】 
● ①取付後の家具や家屋に関する損害賠償、②取付後に発生した地震等の災害で家具等が転倒し

負傷又は死亡した場合において、市、取付事業者及び当該住宅等の所有者に対する損害賠償を請求

しません。

● 取付後の家具等の移動及び転倒防止器具の取外しは、自己の責任で行います。

切
り
取
り
線

01181329
線
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線



鶴保推第 １ 号 

令和５年４月 19 日 

 

自治会町内会長 各位 

 

鶴見区保健活動推進員会 

                        会長    増子 眞智子 

 

鶴見区保健活動推進員会だより第９号の掲示について（依頼） 

 

 時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から保健活動推進員の活動に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、鶴見区保健活動推進員会では、地域の皆様に活動内容を広く知っていただき、よ

り身近に感じていただくため、広報誌「つる」を発行しております。 

つきましては、各自治会町内会にて皆様に御高覧いただきますようお願いいたします。 

 地域の交流・活動等に御活用いただければ幸いです。 

 

※掲示板には、１ページ目の掲出をお願いします。 

※掲示板掲出用の他、５部ずつ追加でお配りしますので、各町内会の実情に応じ御活用 

 ください。 

 

 

 

問合せ先：鶴見区保健活動推進員会事務局 

（福祉保健課健康づくり係） 

担当：渡部、林、安藤 

電話 045-510-1832 

ﾌｧｸｽ 045-510-1792 











令和５年４月 19 日 

鶴見区自治会・町内会長 各位 

 三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル実行委員会 

委員長 渡邊 武 

三ツ池公園（文化・環境）フェスティバルの御案内について 

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、感染症の終息を祈念しつつ、令和５年度の三ツ池公園（文化・環境）フェスティバルを５

月 20 日（土）に開催することとなりました。引き続き三ツ池公園周辺の６地区連合町内会（駒岡

地区、上末吉地区、下末吉地区、寺尾地区、寺尾第二地区、生麦第二地区）が中心となり、三ツ池

の自然を感じながら誰もが楽しめるふれあいの場を提供し、子どもから高齢者まで、安心して暮ら

していける地域の絆づくりを目指します。開催にあたり、今年度も地域の皆様のご協力により多く

の模擬店が出店されるほか、複数のステージイベントも予定しております。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、フェスティバル当日の開会式をはじめ、会場に

御来場賜りたく、お願い申し上げます。 

記 

１ 日 時：令和５年５月 20 日（土） 

開会式：９時 30 分～９時 50 分（予定） 

フェスティバル：９時 30 分～16 時 00 分

※荒天の場合は中止とし、順延はありません。

※中止の場合は当日６時ごろ区ホームページに掲載します。また、８時以降、横浜

市コールセンター（Tel. 045-664-2525）でも御案内します。

２ 会 場：県立三ツ池公園 

開 会 式：多目的広場内ステージ（公園北門側） 

フェスティバル：多目的広場（模擬店・ステージ）、野球場（こども遊びゾーン）

園内通路、パークセンター前（模擬店） 

※駐車場の御用意は致しかねます。何卒、御理解・御協力をお願いします。

以上 

（連絡先・問合せ先） 

鶴見区地域振興課 妹尾、池田 

電話：510-1695 FAX：510-1892 






	令和５年４月配送資料
	★鶴見区自治連合会４月定例会（市連会・関係議題）
	01_地域防災活動支援研修
	02_GREEN×EXPO 2027
	05_防災e-パーク
	06_初期消火器具一部補助
	07_地域防犯カメラ設置補助
	08_自治会町内会館整備
	09_水道局注意喚起チラシ
	10_鶴見クリーンキャンペーン
	11_自転車マナーアップ強化月間、春の全国交通安全運動
	12_消防署・警察署

	★鶴見区自治連合会４月定例会（単独議題）
	101_家具転倒防止対策助成事業
	102_保健活動推進員だより「つる」第9号 
	103_三ツ池公園フェスティバル 
	104_つるみ区民活動センターリーフレット





